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２．就学前の支援策

（追加資料）

平成20年5月30日（金） 資料３

第５回障害児支援の見直しに関する検討会
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調理に係る費用は
含まれていない。
（原則自己負担）

６６３単位

（＋２６４単位）

肢体不自由児通園施設

児童指導員、保育士、聴能訓練担当職
員、言語訓練担当職員の総数は、通じて
おおむね幼児４人につき１人以上 （聴能
訓練担当職員・言語機能訓練担当職員
はそれぞれ２人以上）、嘱託医

難聴幼児通園施設

１３９，２３０円

（幼児 １９４，６７０円）知的障害児通園施設

その他最低基準 単位予算施設類型

○ 児童福祉法に基づく通所施設

障害児通園施設等の概要
〈定員規模３０人単位 地域加算がない場合）

この他に、事業費を支給
利用者は、飲食物費につ
き、負担。

月額（事務費）

Ａ型 ３，０９９，４４０円（206,629円）

Ｂ型 １，３２０，７８０円（264,156円）

食事は、事業化されてい
ない。

11～20人規模

１０６，６８０円

（10人規模

１５８，３４０円）

児童デイサービス

その他予算

施設類型

重症心身障害児（者）
通園事業

○ その他の通所施設

２１日利用した
場合

児童指導員・保育士の総数は、通じてお
おむね乳児又は幼児の数を４で除して得
た数及び少年の数を７．５で除して得た数
の合計数以上、嘱託医

６６，３６０円＋医療費

２１３，９９０円

補助基準

サービス管理責任者

児童指導員又は保育士 １０：２

５０８単位

（１０人は、

７５４単位）

法律に基づく負担金

国 １／２

都道府県

指定都市 １／２

児童相談所

設置市

法律に基づく負担金

国 １／２

都道府県１／４

市町村 １／４

予算補助

国 １／２

都道府県

指定都市 １／２

中核市

１，０１９単位

３１６単位

（＋医療費）

単価

２１日利用した
場合

施設類型

予算 指定基準 単位 その他

診療所として必要な職員、

児童指導員、保育士、看護師及び

理学療法士又は作業療法士

児童指導員又は保育士、理学
療法、作業療法、言語療法等を
担当する者、医師、看護師

〈定員規模11～20人単位 地域加算がない場合）
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＜身体障害児＞のグラフに、幼稚園（１６％）の項目
があるが、この中に特別支援学校（当時養護学校）
幼稚部が含まれるのか。

＜身体障害児＞のグラフにおいて、児童デイサービ
スはどこに分類されるのか。

質 問 回 答

幼稚園（１６％）の項目に含まれます。

障害児通園事業（３％）に分類されます。

第４回障害児支援の見直しに関する検討会 資料６
（２ 就学前の支援策）に係る質問についての回答
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0-5歳 合 計

人数 630 782 275 2,755 872 5,314

割合 11.86% 14.72% 5.17% 51.84% 16.41% 100%

重症心身障害児（者）通園事業年齢別登録者数

全体

6-14歳 15-17歳 18-30歳 31歳以上

※障害福祉課調べ

（平成２０年２月１日現在）


